
＜別紙２－１(共通評価・保育所版）＞ （別紙）

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１　理念・基本方針

第三者評価結果

【1】 Ⅰ－1－(１)－①　
a

Ⅰ-２　経営状況の把握

第三者評価結果

【2】 Ⅰ－２－(１)－①
a

・園の理念や方針は、パンフレットやホームページに記載されるとともに、法人のバイブルである
「れもんのこころ」や、法人の保育内容が記載された「TACTICS」に記載されています。
・保育理念は、全ての子どもに対し、短期的な結果を求めるのではなく、生涯消える事の無い“生
きる力”「3つの心」を育てることが謳われ、「人・命を愛する心」「自然と共に生きる心」「想像（創造）
する心」を掲げています。
・理念や基本方針は、新人研修やTACTICSと呼ばれる、法人の保育内容に関する研修、また中途
採用者を対象としたメンバーシップ研修等、本部主催の各種研修にて、周知が図られています。ま
た、日々の職員会議においても、具体的な保育内容と共に職員への周知を図っています。
・保護者に対しては、パンフレットや重要事項説明書等を通して、入園時の個別面接や入園式等で
伝えています。パンフレットには、「乳児の育児担当保育」や「子どもの自主性を大切にしたコー
ナー保育」など、法人が大切にする13の保育について記載されています。また、園の理念や方針
に沿った具体的な活動内容を、写真と共に文章で説明し、毎日玄関に掲示することで、保護者に
わかりやすく周知を図る取り組みが行われています。

Ⅰ-２-（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。　

　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分
析されている。

<コメント>

・社会福祉事業全体の動向については、年に2回実施される、法人全園を対象とした園長会や、月
に1回実施される、法人の関東園を対象とした園長会等を通して把握に努めています。具体的な内
容として、保育所等の開園状況や待機児童数等について把握し、年度ごとの推移等についての分
析につなげています。
・地域の各種福祉計画等については、新型コロナウイルス感染症対策や地域の子育て支援の状
況、また保育所等の開園状況について把握しています。把握された内容は、法人の経営戦略部や
広報部と共有し、課題の把握と分析を行っています。
・在園児数や職員の退職者数、また補助金等について財務部法人管理部の担当者と情報共有
し、保育のコスト分析や保育所利用者の推移、利用率等の分析につなげています。

第三者評価結果

※すべての評価細目（45項目）について、判断基準
（ａ・ｂ・ｃの3段階）に基づいた評価結果を表示する。
※評価項目毎に第三者評価機関判定理由等のコメン
トを記述する。

Ⅰ-１-（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

<コメント>



【３】 Ⅰ－２－(１)－②
a

Ⅰ-３　事業計画の策定

第三者評価結果

【4】 Ⅰ－３－(１)－①
b

【5】 Ⅰ－３－(１)－②
a

【6】 Ⅰ－３－(２)－①
a

<コメント>

・事業計画は、各職員との面談内容や年に3回実施される、働きやすさ等を含めた園運営全般に
関する職員アンケートの内容を反映させ、作成しています。
・事業計画の実施状況については、年度内の中間報告及び年度末の振り返りが定められ、実施さ
れています。また、年度末の結果は、次年度の事業計画に反映させています。
・事業計画の職員への周知については、月1回実施される全体職員会議で共有するとともに、回覧
をすることで全職員の理解を促す取り組みにつながっています。

<コメント>

・中・長期計画は法人本部が当園を含めた、法人全体の計画を作成しています。計画には、理念
や基本方針の実現に向けた保育指針や施設の課題等が挙げられ、目標を明確に定めています。
・今後は、園の課題として取り上げた、在園児数の増加に関する具体的な取り組みを明確にすると
ともに、数値目標や具体的な成果等を設定し、実施状況の評価を行える内容を踏まえた、園独自
の中・長期計画の策定が望まれます。

　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されてい
る。

<コメント>
・単年度計画には、法人理念、ビジョン、保育理念、が掲げられるとともに、保育方針、施設の課題
の項目が挙げられ、具体的な内容が記載されています。保育方針は、「子ども一人ひとりの育ちに
寄り添い、それぞれの生きる力を育む」「さまざまな体験を通して、しなやかな身体と豊かな感性を
育む」「人との“つながり”、社会との“つながり”を育む」の項目ごとに、具体的な取り組み内容が記
載されています。また、施設の課題では、「保育面」「人材面」「運営面」「財務面」の項目ごとに目
標及び重点取り組み内容が記載されています。取り組み内容に対しては、中間報告を記載すると
ともに、年度末に結果の振り返りを行うなど、実施状況の評価を行える内容となっています。

Ⅰ-３-（２）　事業計画が適切に策定されている。

　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが
組織的に行われ、職員が理解している。

　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい
る。

<コメント>

・経営課題として、在園児数の増加が挙げられます。課題については、月に1回実施される、法人
の関東園を対象とした園長会や法人本部での定期的な本部会議を通して、共有されています。
・経営課題については、日々の職員会議や月に1回実施される、全体職員会議、また職員研修等
を通して職員に周知しています。
・経営課題に対しての具体的な取り組みとして、園の活動内容の情報発信に取り組んでいます。
具体的にはSNSを使用し、活動内容を動画で紹介することや、運動会や発表会等の園行事に、地
域の方が参加できる体制を整える等の取り組みが実施されています。

Ⅰ-３-（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されてい
る。



【7】 Ⅰ－３－(２)－②
a

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

第三者評価結果

【8】 Ⅰ－４－(１)－①
a

【9】 Ⅰ－４－(１)－②
a

・自己評価の結果にもとづいて、子どもの興味や関心、成長に合わせて環境を変えていくことに取
り組んでいます。一例として、玩具の配置や種類等についても、固定的な環境ではなく、その時期
の子どもの成長に合わせて配置の工夫や玩具を入れ替えるなどの取り組みを行っています。これ
らの取り組みは、写真と共に文章も添えて、SNSを使用し、保護者等にも伝えています。
・評価結果にもとづく取り組みについては、製作活動や音楽表現などの表現活動を、子どもの興味
や関心を踏まえ各クラスの指導計画に反映させるとともに、職員会議で定期的に共有しています。
また、必要に応じて事業計画等の見直しに反映させています。

Ⅰ-４-（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

　保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機
能している。

<コメント>

・日々の保育については、週案や月間指導計画、個別指導計画等の各種指導計画やその振り返
りを、主任と園長が保育所保育指針等を踏まえ確認し、次の計画に反映させることで、保育の質
の向上につなげています。また、日々の職員会議や月に1回実施される全体職員会議にて、各ク
ラスの状況や反省、配慮が必要な子どもへの関わりやヒヤリ・ハットなどについて記載した資料
を、全職員で共有するという組織的な体制が整備されています。
・保育所全体の自己評価として、園長、主任及び各クラスのリーダーが参加し、保育環境評価ス
ケールに取り組んでいます。評価スケールでは、空間と家具、養護、言葉と文字、活動、相互関
係、保育の構造の項目ごとの詳細な内容について自己評価を行っています。結果は、職員会議で
共有されるとともに、SNSを使用し、保護者等にも伝えています。

　評価結果にもとづき保育所として取り組むべき課題を
明確にし、計画的な改善策を実施している。

<コメント>

　事業計画は、保護者等に周知され、理解を促してい
る。

<コメント>

・事業計画の保護者への周知については、玄関に事業計画を常備し、財務状況等も含めていつで
も閲覧できるよう整備されています。
・事業計画に記載がある、保育内容の取り組みについては、連絡ノートや送迎時のコミュニケー
ション、また、ドキュメンテーションと呼ばれる、活動内容の写真とエピソードを文書で示した記録の
毎日の掲示などを通して、保護者に分かりやすく周知を図っています。さらに、園だよりやクラスだ
よりを通して、事業計画に関連する具体的な保育内容等を伝える取り組みが行われています。



評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ-１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

【10】 Ⅱ－1－(１)－①
a

【11】 Ⅱ－1－(１)－②
a

【12】 Ⅱ－1－(２)－①
a

・園長は、毎日行われる職員会議、月に1回実施される全体職員会議、時間給職員会議、給食会
議等を通して、各クラスの情報や行事等について、定期的、継続的に評価・分析を行っています。
・園長は、積極的に現場に入り保育技術面での指導等を行っています。0歳児~5歳児の子どもたち
が集まって行われる園行事等では、職員が手遊びやパネルシアターなどを行い、必要に応じて園
長は技術面等の助言を行っています。また、月に1回実施される全体職員会議の中で、危機管理
や乳児保育等について園内研修を行うなど、保育の質の向上について、自らもその活動に積極的
に参画しています。
・以前の誕生日会等の園内行事は、担当者と主任が行っていましたが、現在は、担当者が職員会
議で内容を周知し、職員全員で取り組む体制を構築しており、チームワークの向上につながってい
ます。

　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っ
ている。

<コメント>

・園長は、法人園長会を通して、遵守すべき法令等の把握に努めています。園長会では、労務、採
用、人事、広報、財務等の各部署から法令遵守の観点での説明があり情報共有を行っています。
把握された内容については、職員会議等を通して職員に周知を図っています。
・遵守すべき法令等の周知の一環として、園長は、職員会議等を通じて就業規則について説明し
ています。また、就業規則への理解の促進として、必要に応じて個別に伝えることもあります。就
業規則は、事務所に保管されいつでも閲覧できるとともに、Work place及びteach me bizと呼ばれ
る電子媒体を通して、職員はいつでも確認することが可能です。

Ⅱ-１-（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

　保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発
揮している。

<コメント>

Ⅱ-１-（１）　管理者の責任が明確にされている。

　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理
解を図っている。

<コメント>

・園長の役割については、職務分担表に記載され、自らの役割と責任について表明しています。具
体的には、日々の保育や行事に関する指導、施設職員の人事管理等が挙げられています。
・園長は、職員全体のチームワークのかじ取りを行う
とともに、一人ひとりの子どもたちの状況に応じた、具体的な関わりについて、職員への助言を
行っています。一例として、職員会議の際に園の保育について、職員が意見を出し合い、それを生
かして来年度の計画等を作成するなど、職員全体で保育の方向性を共有することで、チームワー
クの向上に努めています。また、日ごろの具体的な保育実践として、配慮が必要な子どもへの関
わりや、給食の喫食状況など一人ひとりの子どもの状況に応じた関わりについて、助言を行ってい
ます。
・有事（災害、事故等）における園長の役割と責任及び不在時の主任への権限委任等について
は、危機管理マニュアル等や職務分担表に記載されています。



【13】 Ⅱ－1－(２)－②
a

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成

第三者評価結果

【14】 Ⅱ－２－(１)－①
a

【15】 Ⅱ－２－(１)－②
a

　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計
画が確立し、取組が実施されている。

<コメント>

・必要な福祉人材や人員体制に関する基本的な考え方については、法人のバイブルである「れも
んのこころ」や事業計画に記載されています。れもんのこころには、「保育の振り返り指針」として、
「学び」「養護」「環境」「保育者」の項目ごとに具体的な確認事項が記載され、必要な福祉人材の
方針が確認できます。また、事業計画には、「職員の継続及び確保」「職員のチームワークの向上
と連携強化」「新任保育士への指導と支援」の人材面の項目が挙げられ、具体的な計画内容が記
載されています。
・新人職員定着のため「メンター制度」を設けています。新人職員は、社内のすべての人をつなぐコ
ミュニケーションツールの機能の一つである、「Work chat」や電話を通して、法人本部がマッチング
をした先輩職員に定期的に悩み等を相談できるなど、きめ細かい体制を整えています。
・採用については、法人の人事担当が行うとともに、園でも独自の取り組みを実施しています。法
人では、
効果的な福祉人材確保につなげるよう、園ごとの募集から、法人の関東園を対象としたエリア募集
に切り替えるなどの取り組みが行われています。園独自の取り組みとしては、園長が直接養成校
を訪問し、人材確保に努めています。

　総合的な人事管理が行われている。

<コメント>

・「期待する職員像等」については、法人のバイブルである「れもんのこころ」の質の高い「保育者」
という項目に具体的な職員像として記載されています。
・年に2回実施される園長との面談は、個人別目標カード等を使用して行われています。目標カー
ドでは、個々の目標を記載し、達成度の自己評価を行っています。各職員の自己評価に対して、
園長評価及び本部評価を行い、その結果をもとに、給与や賞与等の処遇に反映させています。処
遇結果については、園長が個々の職員に説明しています。
・職員が自らの将来像を描く仕組みづくりの一環として、キャリアアップ研修及び管理職登用制度
があります。管理職登用制度においては、園長、主任、副主任ごとに研修が実施され、最終で試
験を行うという仕組みが整備されています。

　経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を
発揮している。

<コメント>

・園全体の人員配置については、法人の採用担当と連携を図り、職員体制を充実させることに取り
組んでいます。
・職員の働きやすい環境整備等については、シフトの調整等に取り組んでいます。また、法人全体
で職員に対して行うアンケートとして、現在勤務する園の「良かった点」や「物足りなかった点」など
について把握し、具体的な改善案を検討し、実践につなげています。さらに、園独自でも職員アン
ケートを実施し、各職員の思いや意見などの把握に努め、改善に取り組んでいます。
・園長は、各種会議等を通して、各クラスの状況や行事の進捗状況等について確認し、必要な助
言を行うことで、業務の実効性を高める取り組みに積極的に参画しています。

Ⅱ-２-（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。　



【16】 Ⅱ－２－(２)－①
a

【17】 Ⅱ－２－(３)－①
a

【18】 Ⅱ－２－(３)－②
a

<コメント>

・「期待する職員像」については、法人のバイブルである「れもんのこころ」や、法人の保育内容が
記載された「TACTICS」に明示しています。
・資格取得支援金制度の対象資格が一覧になっており、保育士、栄養士、調理師、施設長などの
職種別に受講できる資格種類が明示され、職員は希望に応じて受講することができます。一例とし
て、おもちゃコーディネーター資格、幼児体育指導者資格、パソコンのスキル関連の資格等、幅広
い分野が対象となっています。資格取得費用については、各職員ごとに年度につき、一定の支援
金が支給される仕組みになっており、職員の教育、研修の機会となっています。
・日々の職員会議や月に1回実施される全体職員会議等を通して、研修報告会を実施し、研修内
容について職員間の共通理解を図っています。その際に、研修内容を踏まえ、定期的な計画の評
価と見直しに取り組んでいます。

<コメント>

・年に2回実施される、園長との面談で使用する目標カードにもとづいた人事評価制度の仕組みが
構築されています。目標カードでは、各職員が目標の達成度に対して自己評価を行うとともに、園
長の評価も行われます。その際に、園長は各職員に応じた必要な助言を行い、年度の中間面接
にて、再度、達成度や取り組みについて確認しています。園長は、共有された内容をもとに、職務
遂行能力や成果、貢献度の最終評価を行っています。評価内容については、園長と本部で共有
し、給与や賞与等に反映しています。
・各職員の評価については、データ化され年度ごとの評価推移を確認できる体制が整えられてお
り、職員一人ひとりの進捗状況の確認が行われています。

　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ
れ、教育・研修が実施されている。

Ⅱ-２-（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づく
りに取組んでいる。

<コメント>

・ジョブカンと呼ばれる電子媒体の勤怠システムを通して、職員の有給休暇の取得状況や時間外
労働のデータを定期的に確認するなど、職員の就業状況を把握しています。また、ジョブカンで
は、職員自身も休暇取得の状況がいつでも確認できる体制となっています。
・職員が相談しやすい組織内の工夫として、日ごろから園長は職員の話に積極的に耳を傾けてい
ます。そのため、職員が一日の終わりに個別に園長に相談するということが日常の中で行われて
います。また、本部への相談ラインである「レモンホットライン」では電話やメールで相談ができる仕
組みが整えられ、職員の心身の健康の確保の一環となっています。
・年に2回、法人全体で、各園の職員に対して、wevoxというスマートフォンを利用したアンケートを
行い、働きやすい職場づくりに取り組んでいます。アンケートでは、勤務する園の良い点や物足り
ない点等についてヒアリングを行い、結果内容は、園長にフィードバックされます。園長は、結果内
容を踏まえて改善策を立て、事業計画に反映させています。

Ⅱ-２-（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。



【19】 Ⅱ－２－(３)－③
a

【20】 Ⅱ－２－(４)－①
a

Ⅱ-３　運営の透明性の確保

第三者評価結果

【21】 Ⅱ－３－(１)－①
a

Ⅱ-３-（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

　運営の透明性を確保するための情報公開が行われて
いる。

<コメント>

・保育所の基本理念や保育内容については、園のホームページやSNSを使用し、具体的な活動内
容を動画で紹介する等の取り組みが実施されています。事業報告や決算情報は、園の玄関に常
備し、保護者等がいつでも手に取って見ることができるよう整えられています。
・園における地域の福祉向上のための取り組みとして、園庭開放やお話し会などを行っています。
また、地域の方を対象とした保護者の癒しの場の提供として、園が主催し、年に1回「親子コンサー
ト」を開催しています。園見学に来られた方に招待状を送るとともに、SNSを通じて案内をするな
ど、社会や地域に対して、園の役割を明確にするよう努めています。
今後は、近隣の商店街等にポスターを掲示し、広く周知することを検討しています。
・園の自己評価として、園長、主任及び各クラスのリーダーが参加し、保育環境評価スケールに取
り組んでいます。評価結果については、SNSを使用し、内容にもとづく改善・対応の状況等につい
て公表しています。

・法人主催の研修として、入職前のウェルカム研修、3年目職員のフォローアップ研修、5～10年目
の中堅職員研修、管理職員研修が行われています。新任職員に対しては、2泊3日の宿泊研修が
行われ、法人のバイブルである、「れもんのこころ」について、周知徹底が図られています。また、
在職者研修として、法人の保育内容が記載された「TACTICS」の内容を、年間3～4回の研修を通
して、学ぶ機会を設けています。さらに、中途採用職員に対しては、メンバーシップ研修として、年
に4回程度の研修が実施されています。年間を通して、各職員が5～10回程度の研修に参加して
います。このような経験や習熟度に配慮した個別的な研修が実施されています。

Ⅱ-２-（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

　実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成につい
て体制を整備し、積極的な取組をしている。

<コメント>

・実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成に関する基本姿勢については、実習生マニュアル
に明文化されています。実習生の受け入れや指導は、主に園長と主任が担当しています。
・実習日誌の記入方法などについては、時系列の記入方法やエピソードを通した記入方法などが
あり、具体的な内容については、実習が充実した経験となるよう、学校側と連携してプログラムを
整備しています。
・実習生に対する指導等については、園長が主となり実施しています。その際に、「保育は楽しい」
ということを感じてもらえるような指導に配慮しています。
・指導者に対する研修が実施されているとともに、園長が指導者に対する助言を行っています。
・学校側と継続的な連携を維持していくために、実習生の状況について、必要に応じて電話での情
報共有や担当教員の巡回の受け入れなどを行っています。

　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい
る。

<コメント>



【22】 Ⅱ－３－(１)－②
a

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

第三者評価結果

【23】 Ⅱ－４－(１)－①
a

【24】 Ⅱ－４－(１)－②
b

・地域との関わり方についての基本的な考え方は、全体的な計画に記載されています。全体的な
計画の、地域支援・連携の項目では、未就園家庭の支援、地域連携、小学校連携、職場体験実習
受入の項目ごとに、具体的な取り組み内容が記載されています。
・活用できる社会資源や地域の情報については、園内に散歩マップが掲示され、公園ごとの遊具
の写真や、公園までの道のりの交通量や危険個所等の情報も提供しています。また、園の玄関に
は、就学相談の案内や発達支援の情報等、市や区からの情報を提供しています。
・例年、近隣の高齢者施設との交流を行っています。職員は、必要に応じて、高齢者施設の花植
えなどの手伝いに取り組んでいます。
・地域の人々と子どもの交流の機会として、近隣の農家よりスイカをいただき、園でスイカ割りを実
施、その後お礼の手紙を渡すなどの取り組みが行われています。また、園のオーナーが所有する
畑で、芋ほりを行ったり、近隣の駄菓子屋へ買い物に行くなどの取り組みが行われています。

　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし
体制を確立している。

<コメント>

・ボランティアの受け入れについては、保育業務マニュアル内の「ボランティアの受け入れの規定」
に定められています。
・例年、学校教育への協力として、職場体験等のボランティアの受け入れを行っています。今年度
はコロナ禍の為、実施していませんが、実習生の受け入れは実施しています。

<コメント>

・園における事務、経理、取引等に関するルール、職務分掌と権限・責任等については、職務分担
表に示さされ、職員に周知しています。また、財務マニュアルが整備され、必要に応じて職員に伝
えています。
・園で、必要物等の購入の際は、園長決裁で購入します。また、一定金額以上や修繕等に関する
内容は、ワークフローに沿って本部に申請し、購入等を行っています。
・園では小口現金を扱い、使用状況について、本部と共有の出納帳にその都度記録しています。
また、金種計算表にも記載しています。
・外部の専門家による監査支援等として、市の監査を受けています。結果や指導事項にもとづい
て、経営改善を実施しています。

Ⅱ-４-（１）　地域との関係が適切に確保されている。

　子どもと地域との交流を広げるための取組を行ってい
る。

<コメント>

　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取
組が行われている。



【25】 Ⅱ－４－(２)－①
a

【26】 Ⅱ－４－(３)－①
a

【27】 Ⅱ－４－(３)－②
a

　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が
行われている。

<コメント>

・把握した福祉ニーズ等にもとづいて、園庭開放やお話し会などを行っています。また、地域の方
を対象とし、保護者の癒しの場の提供として、園が主催し、年に1回「親子コンサート」を開催してい
ます。また、電話育児相談として、入園を検討されている方等からの問い合わせに対して、離乳食
に関することなどを答えています。

<コメント>

・区の担当課や近隣の病院、また療育センターや児童相談所等の関係機関を明示したリストが作
成され、事務所に掲示されています。内容については、職員会議等を通して、職員に周知していま
す。
・関係機関との定期的な連絡会等として、園長は市の園長会に出席しています。また、日ごろから
区の担当課と入園児の様子などについて情報共有を図っています。
・家庭での虐待等権利侵害が疑われる子どもへの対応については、保育業務マニュアル内の、
「登園時の保護者対応の方法」「降園時の保護者対応の方法」などに具体的な対応が示され、実
施できる体制になっています。また、必要に応じて、児童相談所等の関係機関と連携を取ることが
できる体制が整えられています。

Ⅱ-４-（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われ
ている。

<コメント>

・市の園長会や、区の担当課との情報共有により、待機児童の状況など、地域の福祉ニーズ等を
把握することに努めています。
・園見学の対応の際は、保育所の入園に関することや、子どもの発達に関することなど、見学者か
らの相談に積極的に応じる中で、地域の福祉ニーズや生活課題等の把握に努めています。

Ⅱ-４-（２）　　関係機関との連携が確保されている。

　保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等
との連携が適切に行われている。



評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス

第三者評価結果

【28】 Ⅲ－１－(１)－①
a

【29】 Ⅲ－１－(１)－②
a

【30】 Ⅲ－１－(２)－①
a

　利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極
的に提供している。

<コメント>

・園の理念や方針等については、ホームページに記載されています。また、保育内容については、
SNSを使用し、活動内容を動画で視聴できるようにするなどの取り組みが行われています。
・園を紹介するパンフレット等は、イラストや具体的な活動写真、また図で示すなど、誰にでもわか
るような内容となっています。内容については、法人の広報課が適宜見直しを実施しています。
・園見学については、園長が対応しています。電話で見学希望を受け付け、要望に応じて、土曜日
に実施することなども含め、柔軟に対応しています。

<コメント>

・子どもを尊重した保育の実施については、法人のバイブルである「れもんのこころ」や、法人の保
育内容が記載された「TACTICS」に記載されています。
・法人主催で、法人のバイブルである「れもんのこころ」や「TACTICS」に関する研修が実施され、
全職員が共通認識をもって保育実践できるよう取り組まれています。また、保育所保育指針にもと
づき、個々の子どもに合わせた月間指導計画、週案、日案などを作成し、子どもを尊重した保育実
践につなげています。
・子どもを尊重した保育実践の具体的な取り組みの一環として、「つながるあそび」や「コーナー保
育」に積極的に取り組んでいます。「つながるあそび」では、遊びを一日で終わりにせず、子どもた
ちが作ったものを残せるように環境を整えたり、一人の子どもが興味をもった遊びを他の子どもた
ちにも広げ、遊びをつなげていくなどの取り組みが行われています。「コーナー保育」では、ブロッ
クコーナーや、廃材利用の工作コーナー、文字を書くコーナーなど子どもの興味に合わせてコー
ナーを設置し、一人ひとりの子どもが、自分の興味と関心に応じて遊びこめるよう環境を整えてい
ます。
・多様性の理解については、玄関に英語の絵本を並べたり、園内に世界の民族衣装を着た人形を
飾るなど、日ごろから生活の中に取り入れ、自然と子どもたちが理解できるよう工夫されています。
性差への先入観による固定的な対応への配慮については、男の子がピンクのドレスを着ることな
ども含め、個々の興味に応じた遊びを認める取り組みが日ごろから行われています。

　子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われて
いる。

<コメント>

・保育業務マニュアル内に、「プライバシーの尊重と保護」が規定され、職員会議や園内研修等を
通して、職員への周知や理解が図られています。
・子どものプライバシーへの配慮として、おむつ替えは、沐浴室で行っています。また、3歳児以上
のクラスでは、着替えの際は男女に分けて行うなど、子どものプライバシーを守れるよう配慮して
います。
・プライバシーの保護に関する内容については、園のしおりに記載され、入園時に説明するととも
に、保護者より同意書をいただいています。

Ⅲ-１-（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

Ⅲ-１-（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

　子どもを尊重した保育について共通の理解をもつため
の取組を行っている。



【31】 Ⅲ－１－(２)－②
a

【32】 Ⅲ－１－(２)－③
b

【33】 Ⅲ－１－(３)－①
a

・日々の保育内容について、職員会議等を通して、職員間で情報を共有することで、子どもの様子
や満足等を把握するよう努めています。
・保護者の満足に関するアンケートとして、行事後のアンケートを実施しています。アンケート結果
については、満足度についてグラフ等で示し、文面とともに分かりやすく保護者に伝えています。
・日々の連絡ノートでのやり取りや、個人面談等を通して、定期的に保護者の意向や満足について
把握に努めています。
・今年度は、コロナ禍の為、保育参観が実施できませんでしたが、保護者の希望を踏まえ、日常の
子どもの様子を撮影し、写真販売を行いました。また、発表会についても、園で撮影、編集を行い、
保護者の方が閲覧できるよう取り組んでいます。

　保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対
応を行っている。

<コメント>

・保育所等の変更の際は、市の書式を使用し、保護者に必要事項を記載していただいた上で、市
の担当課に提出しています。また、必要に応じて、子どもの様子や共済保険等の加入状況等につ
いて、転園先との情報共有を行うこともあります。
・保育所の利用が終了した後も、保育所として子どもや保護者等が相談できるように、担当職員と
主任、園長が窓口となり、相談等を受けています。今後は転園、卒園後の相談受付先について記
述した文書等を渡すなどの取り組みが期待されます。

Ⅲ-１-（３）　　利用者満足の向上に努めている。

　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組
を行っている。

<コメント>

　保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説
明している。

<コメント>

・保育の開始にあたっては、園長が入園前に各家庭との個別面談を行っています。面談では、重
要事項説明書、入園のしおり等を使用し、園の理念や方針、具体的な提出物や持ち物、個人情報
等の扱いについて説明しています。
・説明にあたっては、子どもの様子を聞き取る、「プロフィールシート」や、1日の生活の様子を聞き
取る、「1日の生活記録」等、保護者が理解しやすいよう工夫した資料を用いて説明しています。
・アレルギー等に関する内容については、食物アレルギー対応マニュアルに沿って、説明していま
す。合わせて、マニュアルに定められた書式の説明を行っています。



【34】 Ⅲ－１－(４)－①
a

【35】 Ⅲ－１－(４)－②
a

【36】 Ⅲ－１－(４)－③
a

<コメント>

・保護者が相談したり意見を述べる窓口として、苦情受付担当者である主任や苦情解決責任者で
ある園長の他に、第三者委員や各都道府県に設置された運営適正化委員会等があることを、園
のしおりや重要事項説明書等に記載し、説明しています。また、苦情解決の仕組みについては、
園内に掲示されています。
・保護者が相談しやすく、意見を述べやすいよう、使用していない部屋を確保するなど、環境に配
慮をしています。

　保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に
対応している。

<コメント>

・保護者が相談しやすく意見を述べやすいよう、登園時または降園時には担任が保護者と直接対
応できるよう配慮しています。また、日々の連絡ノートを通して、適切な相談対応と意見の傾聴に
努めています。
・相談や意見を受けた際の対応については、保育業務マニュアル内に、「登園時の保護者対応の
方法」や「降園時の保護者対応の方法」が整備され、実施されています。また、園長は日ごろから、
相談を受けた際は必ず園長に報告するよう、職員に周知しています。
・保護者からの意見として、持ち物の入れ間違いに関する内容がありました。その際に、職員会議
等で検討し、子どもたちが持ち物等を片づけた後の最終確認は必ず職員が行うという対策を講じ、
保育の質の向上への取り組みの一環となりました。
・保育業務マニュアルについては、必要に応じて職員会議等を通して、具体的な事例と照らし合わ
せ、見直しが実施されています。

Ⅲ-１-（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい
る。

<コメント>

・苦情解決の仕組みについては、園のしおりや重要事項説明書等に記載されています。苦情受付
担当者を主任とし、苦情解決責任者を園長としています。また、2名の第三者委員を設置し、連絡
先を合わせて記載しています。苦情解決の仕組みについては、園内にも掲示されています。
・保護者等が苦情を申し出しやすい工夫の一環として、意見箱を設置しています。苦情内容につい
ては受付と解決を図った記録を、苦情・相談報告書に記載し、適切に保管されています。
・子どもの遊びの様子やオムツの使用状況等について、保護者から申し出があったことが挙げら
れます。その際は、申し出た保護者等に配慮した上で、個別に具体的な改善策等を伝えていま
す。

　保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保
護者等に周知している。



【37】 Ⅲ－１－(５)－①
a

【38】 Ⅲ－１－(５)－②
a

【39】 Ⅲ－１－(５)－③
a

　災害時における子どもの安全確保のための取組を組
織的に行っている。

<コメント>

・災害時の対応体制については、緊急対応マニュアルに記載されています。マニュアルでは、フ
ローチャートが使用され、緊急時の対応が分かりやすく示されています。
・子ども、保護者及び職員の安否確認は、キッズリー連絡アプリと呼ばれる電子媒体を通して行う
ことになっており、全職員に周知されています。また、年に1回、引き渡し訓練を実施し、災害時の
連絡体制等について保護者と共有する機会を設けています。
・食料や備品類等の備蓄リストを作成し、担当職員及び調理師が管理者となり、備蓄を整備してい
ます。
・地域の消防署の方を園に招いて、消火訓練の指導を受けたり、警察署の方を招いて、さすまた
等を使用した不審者対応訓練等に取り組んでいます。

　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマ
ネジメント体制が構築されている。

<コメント>

・リスクマネジメントに関する内容については、危機対応マニュアルが整備され、園内研修等を通し
て、職員の理解を深めるとともに、各職員にマニュアルを配布し、周知を図っています。
・子どもの安心と安全を脅かす事例については、ヒヤリ・ハットを記載し、職員会議等で共有してい
ます。また、月に1回実施される全体職員会議では、事前に各クラスの担当者が、クラス内におけ
るヒヤリ・ハットに関する内容を記載し、全職員で共有する体制が整えられています。共有された内
容については、改善策・再発防止策が検討され、実施につなげています。

　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保の
ための体制を整備し、取組を行っている。

<コメント>

・感染症対策については、感染症マニュアルや新型コロナウイルス感染症マニュアル等で明確に
され、職員に周知しています。また、行政からの指導や、法人の指示に沿って、感染症対策が適
切に講じられています。
・感染症に関する園内研修や法人主催の研修等を通して、定期的に感染症の予防や安全確保に
関する勉強会が行われています。
・感染症の予防策として、検温をはじめ、消毒や手洗いの徹底が行われています。
・保護者への情報提供として、保健だよりにて、今後流行り始める感染症や具体的な予防策等を
伝えるなど、適切な情報提供が行われています。

Ⅲ-１-（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。



Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保

第三者評価結果

【40】 Ⅲ－２－(１)－①
a

【41】 Ⅲ－２－(１)－②
a

【42】 Ⅲ－２－(２)－①
a

　アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定している。

<コメント>

・指導計画は各担任が作成し、園長が責任者になっています。
・入園前は、園長が保護者との個別面談を行い、その際の子どもの様子を記入するプロフィール
シートや家庭状況を把握する、児童家庭調査票等を通して、適切なアセスメントにつなげていま
す。また、在園児に対しては、健康、人間関係、環境、言葉、表現の5領域ごとに、一人ひとりの発
達状況を記載し、アセスメントを行うとともに、必要に応じて区の療育担当とアセスメント等に関す
る協議を実施しています。
・全体的な計画にもとづき、各種指導計画が作成されています。個別指導計画は、離乳食やトイレ
トレーニング等、子どもと保護者の具体的なニーズ等も反映させ作成しています。
・各種指導計画にもとづく保育実践については、日々の職員会議をはじめ、月に1回の全体職員会
議や時間給職員会議等を通して、振返りや評価を行う仕組みが構築され、機能しています。
・支援困難なケースについては、日々の職員会議等で共有されるとともに、月に1回実施される全
体職員会議では、事前に各クラスの担当が支援が必要な子どもへの具体的な様子について記載
し、職員全体で共有を図っています。

<コメント>

・標準的な実施方法については、子どもの尊重、プライバシーの保護や権利擁護に関わる姿勢等
を含め、保育業務マニュアルに、各保育内容ごとに詳細に記載されています。各保育内容ごとの
マニュアルは、teach me bizというシステムを利用し、各部屋に設置されているスマートフォンを使
用して、全職員がすぐに確認できる体制になっています。
・標準的な実施方法については、園内研修や、法人のバイブルである「れもんのこころ」や、法人
の保育内容が記載された「TACTICS」に関する研修が行われ、職員に周知徹底しています。
・標準的な実施方法にもとづいて実施されているかどうかについては、職員会議等を通して振り返
るとともに、日案や週案、月間指導計画等の各種指導計画を通して確認する仕組みがあります。
また年に2回実施される園長面談により、各職員の取り組み状況等を確認しています。
・標準的な実施方法により、保育実践が画一的なものとならないよう、子どもたち一人ひとりの発
達について、担任や遅番担当の職員など、子どもに関わる職員のさまざまな視点を共有し、個別
指導計画を作成し実践しています。

　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確
立している。

<コメント>

・保育の標準的な実施方法については、園の実情に合わせ、見直しを行っています。
・検証・見直しにあたっては、日々の職員会議や月に1回実施される全体職員会議等で得られた職
員の意見を反映するとともに、行事後の保護者アンケートから得られた、保護者の意見等も考慮
する仕組みになっています。

Ⅲ-２-（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ-２-（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

　保育について標準的な実施方法が文書化され保育が
提供されている。



【43】 Ⅲ－２－(２)－②
a

【44】 Ⅲ－２－(３)－①
a

【45】 Ⅲ－２－(３)－②
a

・個人情報に関する規定が定められ、子どもの記録の保管、保存、廃棄、情報の提供等が適切に
講じられています。
・個人情報が記載された書類等は鍵付きの書庫に保管され、使用の際は事務室で使用することに
なっています。また、園長のみが使用する資料については、園長専用の書庫で保管されていま
す。
・園で使用するパソコンにはすべてパスワードが設定され、個人情報の不適正な利用や漏えいに
対する対策と対応方法が講じられています。
・個人情報保護規程等については、職員会議で共有されるとともに、法人主催の研修にて教育が
行われています。
・個人情報の取扱いについては、入園時に園のしおりや重要事項説明書等を使用して、保護者に
説明し同意を得ています。

Ⅲ-２-（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

　子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行わ
れ、職員間で共有化されている。

<コメント>

・子どもの発達状況や生活状況等については、個別指導計画書、個人記録、保育日誌、健康記
録、連絡帳等の園が定めた統一した様式によって把握し記録しています。
・個別の指導計画には、子どもの姿を踏まえたねらいと内容が記載されるとともに、具体的な環境
構成及び保育者の配慮と家庭との連携が記載されています。また、一人ひとりのねらいと内容に
沿った振り返りが記載され、個別の指導計画等にもとづく保育が実施されていることを記録により
確認することができます。
・記録する職員で記録内容や書き方に差異が生じないよう、園長は各種指導計画等の提出書類
について、保育所保育指針に沿った内容であるかどうかを確認し、指針に合わせた内容を記載で
きるよう指導等の工夫をしています。
・子どもの登園状況や、子どもの様子については、ワークチャットと呼ばれる、園内のすべての人を
つなぐコミュニケーションツールを使用し、職員間で共有しており、必要な情報が的確に届くような
仕組みが整備されています。
・情報共有を目的とした会議として、毎日の職員会議や、月1回の全体職員会議、時間給職員会
議、その他全体会議などが定期的に開催されています。

　子どもに関する記録の管理体制が確立している。

<コメント>

　定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

<コメント>

・指導計画の見直しについては、週案、月間指導計画等、各種指導計画に応じて見直しを行う時
期が定められ、実施されています。
・見直しによって変更した指導計画の内容については、クラス会議等を通して報告し、関係職員に
周知する手順を定めて実施しています。また、指導計画を緊急に変更する場合については、園長
が最終確認をする仕組みになっています。
・指導計画の評価・見直しの内容は、クラスの担当者間で共有され、次の指導計画の作成に生か
しています。


